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青
森
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
村
整
備
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三
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申

吾
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１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
籐
城
七
五
か
ら

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
籐
城
三
五
ま
で

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
籐
城
七
七
の
二
か
ら

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
籐
城
五
八
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
七
十
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
八
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

上
栃
棚
二
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
六
号
と
標

柱
七
号
を
結
ん
だ
線
は
村
道
栃
棚
上
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
を
結

ん
だ
線
は
村
道
小
坂
・
上
栃
棚
線
右
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線

と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
城
東
タ
ウ
ン
プ
ラ
ザ

弘
前
市
城
東
第
五
地
区
土
地
区
画
整
理
地
区
内
六
一
街
区
一
画
地
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
青
森
浪
岡
線

青
森
市
第
二
問
屋
町
二
丁
目
一
五
九
か
ら

青
森
市
第
二
問
屋
町
二
丁
目
八
の
二
八
ま
で

平
成
��･

�･

�

青
森
市
第
二
問
屋
町
四
丁
目
二
四
〇
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
二
三
一
の
三
ま
で

〃

県
道
久
栗
坂
造
道
線

青
森
市
矢
作
一
丁
目
六
の
一
〇
か
ら

青
森
市
矢
作
一
丁
目
六
の
一
ま
で

��･

�･

��

青
森
市
八
重
田
二
丁
目
一
三
の
一
〇
か
ら

青
森
市
東
造
道
一
丁
目
四
の
三
ま
で

〃

標
柱
番
号

市
町
村
名

大
字
名

字

名

地

番

一

三
戸
郡
新
郷
村

戸
来

上
栃
棚

二
四
の
三

二三四五六七八九十十
一

十
二

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

二
八
の
二

〃〃〃二
二
の
一

二
〇
の
一

一
九
の
一

一
六

〃一
〇

一
一
の
一

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

北
海
道
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会

社北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
六
丁
目

一
〇
の
一

北
海
道
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会

社北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
六
丁
目

一
〇
の
一

平
成

��

･

�･

��
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三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一
外
二
者

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
六
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

八
戸
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
北
白
山
台
五
丁
目
一
の
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
八
戸
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
北
白
山
台
五
丁
目
一
の
七

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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代
表
取
締
役
社
長

堀
澤
勝
巳

代
表
取
締
役
社
長

岡
眞
則

北
海
道
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会

社北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
六
丁
目

一
〇
の
一

代
表
取
締
役
社
長

岡
眞
則

セ
ン
ト
ラ
ル
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株

式
会
社

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
六
丁
目

一
〇
の
一

代
表
取
締
役
社
長

岡
眞
則

��

･

�･

�

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

小
泉
忠
男

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

松
尾
明

平
成

��

･

��･

�
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六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
六
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
新
小
中
野
店

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
二
四
の
七
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
六
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

小
泉
忠
男

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

松
尾
明

平
成

��

･

��･

�



� �

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
南
類
家
店

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目
九
の
五

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
六
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
上
北
町
店

上
北
郡
上
北
町
旭
北
一
丁
目
六
八
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
陽
悦

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

八
重
洲
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
三
の
一
九

代
表
取
締
役

松
重
征
夫

八
重
洲
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
三
の
一
九

代
表
取
締
役

寺
島
靖
男

平
成

��

･

�･

�

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

小
泉
忠
男

株
式
会
社
パ
セ
リ
菜

上
北
郡
下
田
町
字
向
山
二
の
五
五
〇

代
表
取
締
役

松
尾
明

平
成

��

･

��･

�



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
上
北
町
役
場

２

期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
上
北
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
六
月
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
嘉

瀬
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

平
賀
町
役
場
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